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保護者各位 

当園における新型コロナウイルスへの対応について（その８） 
 
平素よりKids Land まほろばの運営に格別のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。緊急事態宣言
が発布された場合、アンケートの結果を考慮した上で以下の通り保育縮小を行う事をお知らせします。また別添
１の通り、マスク着用での業務を行いますのでよろしくお願い致します。 
 

記 
保育時間 7：00～18：00 
期間 緊急事態宣言後から当面の間（予定：５月６日（水）まで） 

※４月１０日（金）に発布された場合、４月１３日（月）より短縮させて頂きます。 
 
 さらに、国や愛知県から保育所の使用の制限等が要請された場合、上記保育時間の短縮に加え下記の通り追加
で保育の縮小を行う事とします。 
社会の機能を維持するために就業を継続することが必要、もしくはひとり親家庭などで仕事を休むことが
困難であり、子ども等の保育がどうしても必要な保護者の方のみを対象として保育を行う。 

 
 緊急事態宣言後の保育園休園については「当園における新型コロナウイルスへの対応について（その7）」でお
伝えした通り、給食費の返還を行う予定としております。また、保育料の返金については対象者を以下の方に限
定させて頂く予定としております。 
対象期間中の保育の利用がない方 保護者負担分の全額返金を行います。 
対象期間中の保育の利用が10日以下の方 保護者負担分の半額返金を行います。 
対象期間中の保育の利用が11日以上の方 返金は致しかねます。 

 なお、保育士の感染リスクの軽減や勤務シフトを考慮させて頂く為、できる限りお休みされる場合はお早め
にお知らせ頂けますと幸いです。 
 
 また「当園における新型コロナウイルスへの対応について（その５）」にてお知らせした通り、小学校等が臨
時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する
助成金が創設されました。（厚労省 HP 参照）対象期間内での証明書が必要な場合は事務までお知らせ下さ
い。 
 
 止まない雨はありません。明けない夜もありません。当園としましては、次の時代を託す子供達の為にもこ
の国難に対して保護者の皆様とお子様とスタッフ一同、一緒に乗り越えていければと切に考えております。何
卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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